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－－ 1 

（別冊） 

払 出 エ リ ア 

【新潟地区】 

新潟県新潟市北区 

朝日町１～４丁目、彩野１～４丁目、石動１・２丁目、太田字法花鳥屋甲、字法花鳥屋乙、字城山、字

椋（市道豊栄１－６３０号線以北を除く）、字椋前、上土地亀字大曲、字竹ノ通、かぶとやま１・２丁

目、神谷内、嘉山１～６丁目、嘉山字嘉山、字川前、字大口、字鮫面、川西１～４丁目、木崎字切尾山

（国道７号線以北・県道新潟中央環状線以東に限る、ただし福島潟放水路以東を除く）、字樋ノ入山（た

だし、樋ノ入字前沢・字中ノ山・字向沢および字俎板倉に隣接する木崎字樋ノ入山に限る）、字尾山（た

だし、県道豊栄太夫浜線以西及び新潟・ハシモト・エネルギー株式会社旧簡易ガス事業団地「尾山団地」

を除く）、字尾山前、字柳原（ただし、市道豊栄１－８２２号線以北・市道豊栄１－８１号線以西・市

道豊栄１－８８号線以北）、葛塚、笹山字中山（国道１１３号線以東に限る、ただし福島潟放水路以東

を除く）、字柏尾山（国道１１３号線以東に限る）、字地我山（国道１１３号線以東に限る、ただし福

島潟放水路以東を除く）、字金甲（国道１１３号線以東に限る、ただし福島潟放水路以東を除く）、字

鴻ノ巣（県道新潟中央環状線以東に限る、ただし福島潟放水路以東を除く）、字河渡上（県道新潟中央

環状線以東に限る、ただし福島潟放水路以東を除く）、字高山、字堰上、字浦山（ただし、市道豊栄１

－７１２号線以西）、字浦田（ただし、市道豊栄１－７１２号線以西）、字焼山（ただし、市道豊栄１

－５９９号線以北）、笹山東、三軒屋町、島見町、下大谷内、下土地亀字樋ノ内、字南通（ただし、本

溝支線排水路以南を除く）、下早通字早通川端南、字居浦、白勢町、新富町、新元島町、須戸、須戸１

～５丁目、すみれ野１～４丁目、高森新田字三反割、太夫浜、太夫浜新町１・２丁目、太郎代、つくし

野１・２丁目、樋ノ入字熊ノ宮１２２６、字樋ノ入山、字藤ノ木原、字俎板倉、字中ノ山、字向沢、字

前沢（ただし、県道豊栄太夫浜線以西を除く）、鳥屋、東栄町１～３丁目、名目所、名目所１～３丁目、

新井郷字居裏（ただし、新井郷川以南を除く）、新崎（ただし、ＪＲ東日本白新線以南、新井郷川分水

路以東及び下山橋以西）、新崎１～３丁目、濁川（ただし、新井郷川分水路以東及び国道７号線以北に

限る）、濁川１丁目、西名目所、白新町１～４丁目、浜浦字古川（市道北６－８号線以南・国道１１３

号線以東に限る）、早通字早通、字村下、字大柳、早通北１～６丁目、早通南１～５丁目、東栄町、仏

伝、北陽１・２丁目、前新田字前新田甲、字前新田乙、字新々囲、字新々囲外、字古囲、字三町歩囲外、

松潟（ただし、ＪＲ東日本白新線以南）、松栄町、松浜１～８丁目、松浜新町、松浜町、松浜東町１・

２丁目、松浜本町１～４丁目、松浜みなと、美里１・２丁目、柳原１～７丁目、横井、横土居字新川前

（ただし、福島潟放水路以東を除く）、字六本山（ただし、福島潟放水路以東を除く）、字村前（ただ

し、福島潟放水路以東を除く） 

 

新潟県新潟市東区 

秋葉１丁目、秋葉通２・３丁目、粟山、粟山１～４丁目、石山、石山１～６丁目、石山団地、石動、江

口（ただし、市道東８－１４６号線以東）、榎、榎町、海老ケ瀬、海老ケ瀬新町、王瀬新町、逢谷内、

逢谷内１～６丁目、大形本町、大形本町１～６丁目、大山１・２丁目、岡山、卸新町１～３丁目、上王

瀬町、上木戸、上木戸１～５丁目、鴎島町、亀田中島４丁目、北葉町、北山、空港西１・２丁目、下場、

下場新町、下場本町、幸栄１～３丁目、河渡、河渡１～３丁目、河渡新町１・２丁目、河渡本町、江南
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１～６丁目、向陽１～３丁目、小金台、小金町１～３丁目、材木町、猿ケ馬場、猿ケ馬場１・２丁目、

下山１～３丁目、紫竹、紫竹２～７丁目、紫竹卸新町、紫竹山３丁目、下木戸、下木戸１～３丁目、白

銀１・２丁目、新石山１～５丁目、新岡山２丁目、新川町、新松崎１～３丁目、神明町、末広町、太平

１～４丁目、宝町、竹尾、竹尾１～４丁目、竹尾卸新町、児池、長者町、月見町、津島屋１～８丁目、

寺山、寺山１～３丁目、東新町、東明１～８丁目、中木戸、中興野、中島、中島１・２丁目、中野山、

中野山１～８丁目、中山１～８丁目、錦町、西野（ただし、主要地方道新潟港横越線以東かつ市道東８

－３０２号線以西、市道東８－４９号線以東かつ市道東８－３０１号線以西及び以北）、沼垂、根室新

町、はなみずき１～３丁目、浜町、浜谷町１・２丁目、東中島１～４丁目、東中野山１～７丁目、東臨

港町、一日市、藤見町１・２丁目、船江町１～３丁目、古川町、古湊町、平和町、牡丹山１～６丁目、

本所１・２丁目、本所３丁目（ただし、主要地方道新潟亀田内野線東側の市道東８－２７６号線以西を

除く）、本所（ただし、県道曽野木・一日市線以西及び１３５８番２、１３９８番１、１５５０番２）、

松崎、松崎１・２丁目、松島１～３丁目、松園１・２丁目、松浜町、 松和町、南紫竹１・２丁目、も

えぎ野１～３丁目、木工新町、物見山１～４丁目、桃山町１・２丁目、柳ヶ丘、山木戸、山木戸１～８

丁目、山の下町、有楽１～３丁目、豊１～３丁目、臨海町、臨港１丁目、臨港町２・３丁目、若葉町１・

２丁目 

 

新潟県新潟市中央区 

相生町、赤坂町１～３丁目、明石１・２丁目、曙町、旭町通１・２番町、愛宕１～３丁目、鐙１～３丁

目、鐙西１・２丁目、網川原、網川原１・２丁目、有明大橋町、有明台、医学町通１・２番町、礎町通

１～６ノ町、礎町通上１ノ町、一番堀通町、稲荷町、入船町１～６丁目、祝町、浮洲町、鵜ノ子、姥ケ

山、姥ケ山１～６丁目、海辺町１・２番町、上沼、営所通１・２番町、烏帽子町、近江１～３丁目、大

島、翁町１・２丁目、親松、鏡が岡、春日町、学校裏町、学校町通１～３番町、亀田早通、上近江１～

４丁目、上大川前通１～１２番町、上所１～３丁目、上所上１～３丁目、上所中１～３丁目、川岸町１

～３丁目、川端町１～６丁目、神道寺、神道寺１～３丁目、神道寺南１・２丁目、蒲原町、北大畑町、

北多門町、北浜通１・２番町、北毘沙門町、寄附町、久蔵興野、窪田町、窪田町１～７丁目、京王１～

３丁目、高志１・２丁目、寿町１・２丁目、湖南、小張木、小張木１～３丁目、幸町、幸西１～４丁目、

栄町１～３丁目、魁町、桜木町、笹口、笹口１～３丁目、三和町、汐見台、紫竹１丁目、紫竹山、紫竹

山１～７丁目、信濃町、下旭町、下大川前通１～７ノ町、下所島、下所島１・２丁目、鐘木、新光町、

新島町通１～５ノ町、新和１～４丁目、水道町１・２丁目、菅根町、住吉町、清五郎、関新１～３丁目、

関南町、関屋、関屋大川前１・２丁目、関屋大川前通１丁目、関屋御船蔵町、関屋金鉢山町、関屋金衛

町１・２丁目、関屋下川原町１・２丁目、関屋昭和町１～３丁目、関屋新町通１・２丁目、関屋田町１

～４丁目、関屋浜松町、関屋本村町１・２丁目、関屋松波町１～３丁目、関屋恵町、曽川、太右エ門新

田、高美町、田中町、田町１～３丁目、俵柳、忠蔵町、月町、附船町１～３丁目、出来島、出来島１・

２丁目、寺裏通１・２番町、寺山町、天神１・２丁目、天神尾、天神尾１・２丁目、天明町、鳥屋野、

鳥屋野１～４丁目、鳥屋野南１～３丁目、豊照町、中大畑町、長潟、長潟１～３丁目、長嶺町、鍋潟新

田、並木町、西受地町、西馬越、西厩島町、西大畑町、西中町、西船見町、西堀通１～１１番町、西堀

前通１～１１番町、西湊町通１～４ノ町、沼垂西１～３丁目、沼垂東１～６丁目、白山浦１・２丁目、

白山浦新町通、艀川岸町、花園１・２丁目、花町、浜浦町１・２丁目、早川町１～３丁目、万代１～６
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丁目、万代島、東入船町、東受地町、東厩島町、東大通１・２丁目、東大畑通１・２番町、東幸町、東

出来島、東中通１・２番町、東万代町、東堀通１～１３番町、東堀前通１～１１番町、東湊町通１～４

ノ町、日の出１～３丁目、雲雀町、二葉町１～３丁目、船場町１・２丁目、船見町１・２丁目、古町通

１～１３番町、文京町、弁天１～３丁目、弁天橋通１～３丁目、堀之内、堀之内南１～３丁目、堀割町、

本町通１～１４番町、本間町１～３丁目、秣川岸通１・２丁目、松岡町、見方町、美咲町１・２丁目、

水島町、緑町、湊町通１～４ノ町、南大畑町、南笹口１・２丁目、南多門町、南出来島１・２丁目、南

長潟、南浜通１・２番町、南万代町、南毘沙門町、南横堀町、美の里、室町１・２丁目、女池、女池１

～８丁目、女池上山１～５丁目、女池北１丁目、女池神明１～３丁目、女池西１・２丁目、女池東１丁

目、女池南１～３丁目、元祝町、本馬越、本馬越１・２丁目、元下島町、八千代１・２丁目、柳島町１

～４丁目、山木戸、山田町１・２丁目、山二ツ、山二ツ１～５丁目、弥生町、夕栄町、雪町、横一番町、

横七番町通１～５丁目、横六番町、芳町、四ツ屋町１～３丁目、米山、米山１～６丁目、寄合町、寄居

町、竜が島１・２丁目、流作場ノ内水島、和合町１～３丁目 

 

新潟県新潟市江南区 

曙町１～５丁目、旭１～４丁目、天野、天野１～３丁目、粟山、泉町１～５丁目、稲葉１～３丁目、鵜

ノ子、鵜ノ子１～５丁目、姥ケ山、梅見台１～３丁目、江口（ただし、市道東８－１４７号線以南、市

道東８－２７４号線以東及び市道東８－３０４号線・市道東８－１４６号線を結ぶ東側）、大淵（ただ

し、市道大淵直り山線以東）、荻曽根、荻曽根１～５丁目、祖父興野、貝塚、嘉木、嘉瀬、上和田、亀

田、亀田東町１～４丁目、亀田大月１～３丁目、亀田工業団地１～３丁目、亀田向陽１～４丁目、亀田

新明町１～５丁目、亀田水道町１～５丁目、亀田中島１～３丁目、亀田中島４丁目、亀田長潟、亀田ノ

内高山、亀田早通、亀田本町１～４丁目、亀田緑町１～４丁目、亀田四ツ興野１～５丁目、北山、久蔵

興野、酒屋町、五月町１～３丁目、早苗１～４丁目、三條岡１・２丁目、三百地、下早通１・２丁目、

下早通柳田１・２丁目、鐘木、城所１・２丁目、城所、城山１～４丁目、砂岡１～５丁目、砂崩、砂山

１・２丁目、諏訪１～３丁目、清五郎、曽川、楚川、曽野木１・２丁目、太右エ門新田、俵柳、茅野山、

茅野山１～３丁目、手代山１・２丁目、所島１・２丁目、泥潟、直り山、長潟、長潟１丁目、中野山、

鍋潟新田、西町１～６丁目、西山、花ノ牧、早通１～６丁目、東早通１～４丁目、東船場１～５丁目、

東本町１～５丁目、日水１～３丁目、平賀、袋津、袋津１～６丁目、船戸山、船戸山１～５丁目、細山

（ただし、市道東９－１０５号線及び市道東９－３５号線以西）、舞潟、松山、丸山、丸山ノ内善之丞

組、茗荷谷、元町１～５丁目、山二ツ、両川１・２丁目、和田、割野（ただし、市道南９－２２号線以

西及び県道沢海酒屋線以北） 

 

新潟県新潟市西区 

青山、青山１～８丁目、青山新町、青山水道、赤塚（ただし、市道西南３－１５３号線、県道新潟中央

環状線、市道赤塚藤蔵新田線を結ぶ東側、ＪＲ東日本越後線以西）、有明町、五十嵐１～３の町、五十

嵐３の町北、五十嵐３の町中、五十嵐３の町西、五十嵐３の町東、五十嵐３の町南、五十嵐上崎山、五

十嵐下崎山、五十嵐中島、五十嵐中島１～５丁目、五十嵐西、五十嵐東１～３丁目、板井、内野潟端、

内野上新町、内野崎山、内野関場、内野戸中才、内野長潟、内野中浜、内野西１～３丁目、内野西が丘

１～３丁目、内野早角、内野町、内野山手１・２丁目、浦山１～４丁目、大野、大野町、緒立流通１・
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２丁目、小見郷屋（ただし、ＪＲ東日本越後線以西）、金巻、上新栄町、上新栄町１～６丁目、神山（た

だし、市道西南３－１５３号線以東）、亀貝、北場字立野（ただし、市道黒鳥的場線以西かつ市道黒埼

１－１５８号線以南（ただし、３１１番地１～１０を除く）を除く）、字下田割、字的場、木場（ただ

し、字大沼５０２２番地・５０２３番地１・５０２３番地２・５０２４番地・５０２５番地１・５０２

５番地２・５０２７番地１・５０２７番地３・５０２７番地４を除く）、木山、黒鳥（ただし、字天保

及び字下天保（ただし、５９１４番地１～５・５９１５番地１～３・５９１６番地・５９１７番地１～

２を除く）を除く）、小新（ただし、字緒立４１６３番地１・４１６４番地１・４１６５番地１・４１

６６番地１を除く）、小新１～５丁目、小新大通１・２丁目、小新西１～３丁目、小新南１・２丁目、

小針１～８丁目、小針が丘、小針上山、小針台、小針西１・２丁目、小針藤山、小針南、小針南台、小

平方、坂井、坂井１～３丁目、坂井砂山１～４丁目、坂井東１～６丁目、坂田（ただし、県道新潟中央

環状線以北）、新田（ただし、新川以東及び市道西６－３４号線以北）、新通、新通西１・２丁目、新

通南１～３丁目、新中浜１～６丁目、須賀、関屋、関屋堀割町、善久、曽和、大学南１・２丁目、高山、

立仏、中権寺、寺尾、寺尾朝日通、寺尾上１～６丁目、寺尾北１・２丁目、寺尾台１～３丁目、寺尾中

央公園、寺尾西１～５丁目、寺尾東１～３丁目、寺尾前通１～３丁目、寺地、藤蔵新田、ときめき西１

～４丁目、ときめき東１丁目、鳥原、鳥原新田、西有明町、西小針台１～３丁目、東青山１・２丁目、

東山（ただし、市道西南３－１５３号線以東）、平島、平島１～３丁目、槙尾、真砂１～４丁目、松海

が丘１～４丁目、松美台、的場流通１・２丁目、みずき野１～６丁目、谷内（ただし、広通川以西）、

山崎（ただし、市道西南３－１５３号線以東）、山田、流通１～３丁目、流通センター１～６丁目 

 

【長岡地区】 

新潟県長岡市 

青島町、青葉台１～５丁目、青山新町、青山町、曙１～３丁目、旭岡１・２丁目、旭町１・２丁目、愛宕

１～３丁目、新町１～３丁目、石内１・２丁目、泉１・２丁目、石動町、石動南町、稲葉町（ただし、字

野市１８８を除く）、稲保１～４丁目、稲保南１丁目、今井１～３丁目、今井町、上田町、大島新町１～

５丁目、大島本町１～５丁目、大手通１・２丁目、大町、大町１～３丁目、大宮町、大山１～３丁目、沖

田１～３丁目、荻野１・２丁目、荻野町、表町１～４丁目、親沢町、御山町、柿町字切通し、字下耕地（た

だし、市道東幹線３７号線以西及び以北）、字曽利田（ただし、県道柿高畑線及び市道山通９０号線以西、

市道東幹線２４号線以北）、柏町１・２丁目、春日１・２丁目、学校町１～３丁目、要町１～３丁目、金

房１～３丁目、上富岡１・２丁目、上富岡町、上除町、上除町西１・２丁目、上野町、上前島１丁目（た

だし、７２６の１、７２６の３、７２７の１、７２７の２、７２７の４から７２７の９まで、７２８の１

から７２８の７まで、９５４の１、９５４の２、９５５の１、９５５の３、９５５の４、９５６の１、９

５６の２、９５７の１、９５８の１、９５９の１、９６０の１、９６０の４、９６１の１、９６２の１、

９６８の１、９６８の３、９６９の１、９６９の２、９７０の１、９７０の２、９７１から９７４まで、

９７５の１、９７５の２、９７６の１、９７６の２、９７７から９７９まで、９８０の１番地を除く）、

上前島２・３丁目、上前島町（ただし、字迎ヒ、浄土川以西）、川崎１～６丁目、川崎町、川中（ただし、

旧乙吉町、旧成願寺町、旧東片貝町を除く）、神田町１～３丁目、関東町、北園町、喜多町、北山１～４

丁目、希望が丘１～４丁目、希望が丘南５・６丁目、草生津１～３丁目、雲出町、黒津町（ただし、市道

黒条１０１号線以南、福島江以東、市道黒条１１３号線以東、市道７８８号線以東、市道東幹線７２号線
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以東、市道黒条１０７号線以南）、稽古町、今朝白１～３丁目、下条町（ただし、埃坪川以東、市道東幹

線１２号線以北）、江陽１・２丁目、小沢町、古正寺１～３丁目、古正寺町、小曽根町、五反田町、琴平

１～３丁目、寿１～３丁目、呉服町１・２丁目、才津西町、才津東町、才津町、才津南町、幸町１～３丁

目、蔵王１～３丁目、堺町（ただし、市道西幹線８３号線以南）、坂之上町１～３丁目、左近１～３丁目、

左近町、笹崎１～３丁目、沢田１～３丁目、三和１～３丁目、三和町、地蔵１・２丁目、信濃１・２丁目、

下々条１～４丁目、下々条町、下柳１～３丁目、下柳町、下山１～６丁目、下山町、城岡１～３丁目、城

岡町、上条町、城内町１～３丁目、定明町、昭和１・２丁目、四郎丸１～４丁目、四郎丸町、白鳥町、新

開町（ただし、北陸自動車道以南かつ県道槇下南中線以東）、新組町（ただし、福島江用水以南・国道８

号線以西・上越新幹線以西）、新産１～４丁目、新産東町、新陽１・２丁目、水道町１～５丁目、末広１

～３丁目、住吉１～３丁目、栖吉町（ただし、前山）、西陵町、関原西町、関原東町、関原町１～３・５

丁目、関原南１～５丁目、摂田屋１～５丁目、摂田屋町、千歳１～３丁目、千手１～３丁目、千秋１～４

丁目、台町１・２丁目、高島町（ただし、８５２の１、８５３から８５６まで、８５８の１、８５８の２、

８５９の１、８５９の２、８６０の１、８６０の２、２８５７、２８６１、２８６１の１、２８６２から

２８６４まで、２８６４の１、２８６５から２８６７番地）、高瀬町（ただし、市道西幹線８３号線以南）、

高寺町、高頭町、高畑町、高町１～４丁目、高見町（ただし、市道黒条１０１号線以南・市道黒条３８号

線以南・市道黒条４０号線以西及び市道東幹線５８号線以南・市道黒条１８１号線以西及び市道黒条２９

号線以南・市道黒条１８４号線以西）、宝１～５丁目、千代栄町、堤町、鉄工町１・２丁目、寺島町、天

神町（ただし、市道東幹線７２号線以南、市道黒条１１４号線以南）、土合１～５丁目、土合町、殿町１

～３丁目、豊田町、豊詰町、長倉１～４丁目、長倉西町、長倉町、長倉南町、中沢１～４丁目、中沢町、

中島１～７丁目、中瀬１・２丁目、永田１～４丁目、永田町（ただし、市道富曽亀６８号線以東を除く）、

長町１・２丁目、中貫町１～３丁目、長峰町、七日町、南陽１・２丁目、新保１～６丁目、新保町、西新

町１・２丁目、西片貝町、西神田町、西神田町１・２丁目、錦１～３丁目、西蔵王１～３丁目、西千手１

～３丁目、西津町、西宮内１・２丁目、日赤町１～３丁目、蓮潟１～５丁目、蓮潟町、鉢伏町、花園１～

３丁目、花園東１・２丁目、花園南１・２丁目、原町１・２丁目、東新町、東新町１～３丁目、東大町、

東神田１～３丁目、東蔵王１～３丁目、東栄１～３丁目、東坂之上町１～３丁目、東宮内町、大字日越、

深沢町字大沢、字北野、字上ノ山、字羽黒、字河内、字新田、字高寺、字大久保、字狸平、字樽ノ木平、

字岩野原、字新保、字屋敷田、字小味田、字日損、字上原、字古田島、字上川原（ただし、渋海川以北、

市道深才２９２号線以西）、福島町（ただし、国道８号線以西）、福住１～３丁目、福田町、福道町（た

だし、道満川以東、市道上川西１４４号線以南）、福山町、袋町１～３丁目、藤沢１・２丁目、藤沢町、

藤橋１・２丁目、船江町、平島１～３丁目、平島町、宝地町、北陽１～３丁目、干場１・２丁目、堀金１

～３丁目、堀金町、本町１～３丁目、前島町、前田１～３丁目、曲新町、曲新町１～３丁目、槇下町、巻

島１・２丁目、巻島町、槇山町、町田町、松葉１・２丁目、美沢１～４丁目、水梨町、美園１・２丁目、

三ツ郷屋１・２丁目、三ツ郷屋町、緑町１～３丁目、南七日町、南町１～３丁目、宮内１～８丁目、宮内

町、宮栄１～３丁目、宮関１～４丁目、宮関町、宮原１～３丁目、宮本東方町（ただし、北陸自動車道以

東）、宮本町１丁目、宮本町２丁目字西、字ワケミナシ、宮本町３丁目（ただし、河久保川以東）、宮本

町４丁目、柳原町、山田１～３丁目、悠久町、悠久町１～４丁目、豊１・２丁目、弓町１・２丁目、陽光

台１～５丁目、若草町１～３丁目、渡場町、渡里町 
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朝日、飯島、飯島善兵エ古新田、飯塚、岩田、岩野、浦、釜ケ島、神谷、越路中沢、越路中島、篠花、沢

下条、千谷沢、塚野山、西谷、西野、東谷、不動沢、来迎寺 

 

瓜生、大野、上岩井、気比宮、逆谷、下河根川、中永、鳥越、七日市、藤川、三島上条、三島新保、三島

中条、宮沢、吉崎、蓮花寺、脇野町 

 

与板町岩方、与板町江西２～４丁目、与板町城山１丁目、与板町蔦都、与板町中田、与板町東与板、与板

町広野、与板町槙原、与板町馬越、与板町南中、与板町本与板、与板町山沢、与板町与板、与板町吉津 

 

【栃尾地区】 

新潟県長岡市 

赤谷字西山（ただし、国道２９０号線以西かつ市道栃尾赤谷１号線以西かつ市道栃尾赤谷２号線以東）、

明戸、東町、天下島、天下島１・２丁目、一之渡戸、上の原町、大川戸、金沢、金沢１～６丁目、金町１・

２丁目、上樫出、上塩（ただし、字大山及び字越道沢２９３０番を除く）、鴉ケ島、北荷頃、熊袋、小貫、

栄町１～３丁目、塩新町、下樫出、下塩、新栄町１～３丁目、菅畑、平、平１～５丁目、滝之口、滝の下

町、中央公園、栃尾旭町、栃尾新町、栃尾泉、栃尾岩野外新田、栃尾大野、栃尾大野町１～４丁目、栃尾

大町、栃尾表町、栃尾原、栃尾原町１～５丁目、栃尾本町、栃尾町、栃尾宮沢、栃尾山田、栃尾山田町、

栃堀（字押切、字五倫下、字山崎、字山崎道上）、仲子町、楡原、東が丘、人面、二ツ郷屋、二日町、文

納（字原田１１６１番１、１１６１番２、１１７５番１、１１７５番２、１１７６番、１１７７番１、１

１７７番２、字松原１１８２番２、１１９４番３、１１９４番４）、巻渕、巻渕１～４丁目、水沢、谷内

１・２丁目、山口、山屋、吉水 

 

新潟県見附市 

杉沢町（字下袋６６２０番２、６６２２番、６６２８番） 

 

【川口地区】 

新潟県長岡市 

東川口、西川口、川口中山、川口和南津、川口牛ヶ島、川口相川（字小相川１８３番１２、１８３番１６、

１８３番２１、１８３番２６、１８３番３０、１０１４番、１０２２番、１０２５番１、１０２５番２、

１０２６番１、１０２６番２、１０２７番、１０３２番、１０３３番１、１０３３番３、１０３３番４、

１０３６番１、１０３６番２、１０３６番５、１０３７番１、１０３７番２、１０３８番１、１０３８番

３、１０３８番５、１０４１番４、１０４１番５、１０４１番３８、１０４１番３９、１０４１番４４及

び当該地番に隣接する国道１７号以東、市道川口５１号線を除く。）、川口武道窪、川口田麦山字山越、

字檗平、字岡平、字前原、字上玄入、字曲沢、字大形、字沖田、字岩出、字関ノ入、字田中、字大谷内、

字岩栗、字亀岩 

 

新潟県小千谷市 

大字川井字境塚、字栃ヶ巻、字大谷内、字原、字西ノ角、字下田原、字坂ノ下、字城ノ腰 
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【三条地区】 

新潟県三条市 

旭町１・２丁目、麻布、荒町１・２丁目、井栗字日光、字道田、字中の目、字泥吹、字水久保、字谷地、

字割町、字折戸、井栗１～３丁目、石上１～３丁目、居島、一ノ門１・２丁目、今井野新田（ただし、

市道今井５号線以東）、上野原、牛ケ島、大野畑、篭場、嘉坪川、嘉坪川１・２丁目、上須頃（ただし、

県道燕・分水線以南（ただし、ＪＲ東日本燕三条駅舎を除く））、上保内字砂押、字犬殺、字石田、字

本所、字坪の尾、字二ツ山、字政倉、字布施谷、字成沢、字野崎、字杉崎、字沢田、北新保１・２丁目、

北中、北入蔵１～３丁目、北四日町、栗林、興野１～３丁目、五明字大坪、字荒屋（ただし、１８０番

地２及び１８６番地４南側国有地以北、ＪＲ東日本信越本線以西、市道本成寺 242号線以東）、桜木町、

三貫地新田（ただし、市道三貫地塚野目２号線以西）、三竹１～３丁目、島田１～３丁目、下坂井、下

須頃（ただし、ＪＲ東日本燕三条駅舎を除く）、下保内字鎌田、字宮浦、字中谷地、字赤坂、字反中、

字下タ村、字宗持、字中村、字本所、字赤砂場、字坪の尾、下谷地、条南町、新保字橋元（ただし、３

１９番地２及び３３１番地５南側水路以北、市道片口四日町線以東、及び３４３番地・３４４番地１・

３４４番地２・３６８番地・３６９番地・３７０番地１・３７０番地２）、字三百刈（ただし、新保江

用水路以東）、神明町、直江町１～４丁目、須頃１丁目（ただし、１７番地・１８番地・１９番地を除

く）、須頃２・３丁目、須戸新田字諏訪の下、字野下、諏訪１～３丁目、田島１・２丁目、中新、塚野

目、塚野目１～６丁目、月岡字百刈、字日米田、字塩田、字五社、字立石、字八百刈、字前田、字奥野、

字表通、字月岡、字岡ノ町、字輪内、字中ノ海、字川前、字水戸、字安良田、字瀬戸山、字綾ノ前、字

菖蒲沢、字平沢、字枇杷沢、字一ケ沢、月岡１～４丁目、鶴田字町尾、字畑、字相割、字西百刈、字蔵

田、字松の木下、鶴田１～４丁目、仲之町、西裏館１～３丁目、西大崎、西大崎１～３丁目、西潟、西

本成寺（ただし、ＪＲ東日本信越本線以西（ただし、字千把野及び字南谷地を除く））、西本成寺１・

２丁目、西四日町１～４丁目、新光、新光町、如法寺字北橋、字高田、字久保田、字町田、字中道、字

谷、字政倉、字東、字松場、八幡町、林町１・２丁目、東裏館１～３丁目、東大崎字松ノ木、字江添、

字大川原、字フケ、字山の下、字滝の口、字桐岡、字金ケ入、字川平、字麻布、東大崎１・２丁目、東

三条１・２丁目、東新保、東本成寺字諏訪田（ただし、３９９から５０３まで）、字新田、字花ノ木、

字寺下田、字法光院、字野中、字笹良波、字蕨根、東本成寺（ただし、市道東本成寺西本成寺線起点か

ら市道新田通り線終点以北、市道西中二ツ橋線以東及び２８３番地南側国有地以北、５０８番地東側国

有地以西、市道本成寺正門通り線以南）、本町１～６丁目、曲淵１～３丁目、松ノ木町、三柳、南新保、

南四日町１～４丁目、元町、柳沢字柳沢田、字三寸川、字諏訪山、字高田、字金屋敷、字向ヒ村、由利、

横町１・２丁目、四日町 

 

新潟県燕市 

大字八王寺字荒所（ただし、ＪＲ東日本上越新幹線以東、市道大島１５３号線以西、県道三条八王寺線

以南、２４３1番地1・２４３２番地・２４３３番地先国有地以北）、井土巻３丁目（ただし、市道燕三

条停車場２号線以南及び１１４番地・１１５番地） 

 

新潟県加茂市 
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（ただし、大字下条（ただし、字小柳、芝野、中村、大郷、坂の下、町田、金屋、惣銀田、狼ケ沢、八

幡原、金子屋敷、岩清水、上下条、旱田、小橋、日ノ宮、興野向、上大原、下り松、上福島、福島、山

通り、日溝、樋下、中興野、横江を除く）、天神林、黒水、長谷、下土倉、上土倉、上大谷、中大谷、

下大谷、上高柳、下高柳、宮寄上、西山、田中、鵜森、砂押、前須田、後須田、北潟、五反田、加茂新

田、山島新田、狭口（ただし、字秋房、秋房往来外、秋房堤外、山伏沢、天上山、桜沢、大袋、大袋往

来外、大袋堤外、浦倉沢、山崎、乳倉子、駒岡、天ケ沢、八幡を除く）、上条（ただし、鱈田沢を除く）

を除く） 

 

新潟県南蒲原郡田上町 

大字原ケ崎新田、大字坂田、大字川船河、大字田上字蛇喰、字闇ノ夜、字五社（乙）、字五社（丙）、

字横山、字与五右エ門通、字向屋敷、字中店、字五明寺、字谷（乙）、字古滝谷、字湯ノ入、字追越、

字山崎、字山田（乙）、字山田（丙）、字城府ケ入、字上野（乙）、字上野（丙）、字ガケ、字中轌、

字ハゲノ下、字横吹、字赤坂、字水ノ入、字才歩、字三百刈、字古屋敷、字本田上、字川之下（甲）、

字川之下（乙）、字川之下（丙）、字諏訪前、字三十刈、字塚野、字塚ノ原、字大原、字丸山、字平林、

字南郷地、字大熊沢、字滝沢、字後藤前、字後藤、字柳林、字段中、字晋代、字糠吐、字長沢、字塚田、

字子割、字三方口、字土居下、字三波、字新川、字船戸、字天谷内、大字吉田新田字半ノ木、字竹ノ花、

字大道下、字向山、字村中、字上ノ原、字土場ノ上、字土場、字古江端、字上谷内、字小清水沢、字大

清水沢、字犬殺、字沼田、字大道上、字馬取沢、大字羽生田字柳山、字江代、字新通、字八反田、字保

明浦、字橋場、字中谷内、字川成、字竹ノ花、字大道、字根廻、字大道郷、字大郷庵、字村浦、字道下、

字大原、字梅ノ木、字釜ノ口、字西光寺、字若宮、字中嶺、字中ツル根、字茗ケ谷、字荒所、字内山外、

字諏訪平、字屋敷付、字道上、字名古地 

 

【見附地区】 

新潟県見附市 

本町１丁目、本町２丁目、本町３丁目、本町４丁目、新町１丁目、新町２丁目、新町３丁目、嶺崎１丁目、

嶺崎２丁目、学校町１丁目、学校町２丁目、南本町１丁目、南本町２丁目、南本町３丁目、葛巻１丁目、

葛巻２丁目、葛巻３丁目、本所１丁目、本所２丁目、細越１丁目、細越２丁目、元町１丁目、元町２丁目、

双葉町、昭和町１丁目、昭和町２丁目、月見台１丁目、月見台２丁目、緑町、本町、嶺崎町、仁嘉町、内

町、本所町、戸代新田町、島切窪町、山崎興野町、石地町、庄川新田町、庄川町、庄川平町、椿澤町、田

井町、山崎町、耳取町、鳥屋脇町、熱田町、名木野町、明晶町、池之内町、反田町、葛巻町、葛巻東町、

葛巻西町※１、葛巻南町、北野町、傍所町（ただし、市道反田・青木線以西かつ刈谷田川以東を除く）、鹿

熊町、速水町、柳橋町、福島町、市野坪町、加坪川町、新幸町、新潟町、新潟東町、新潟西町、小栗山町、

指出町、下鳥町、片桐町、美里町、芝野町、下新町、漆山町、今町１丁目、今町２丁目（ただし、市道下

関１４号線以西かつ刈谷田川以東を除く）、今町３丁目、今町４丁目、今町５丁目、今町６丁目、今町７

丁目、今町８丁目、坂井町１丁目、今町、東今町※２、西今町※２、上新田町、釈迦塚町、田之尻町、坂井町

（ただし、北陸自動車道以西かつ貝喰川以西を除く） 

※１ 平成１９年３月２３日付で町名変更された葛巻西町の区域うち、旧青木町及び旧山吉町の区域は含

まない。 
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※２ 平成１９年３月２８日付で町名変更された東今町及び西今町の区域のうち、旧下関町及び旧三林町

の区域は含まない。 

 

新潟県長岡市 

  中之島、南中之島（ただし、１、２－１、２－２、３－１、３－２、３－３、４、５－１、５－２、６－

１、６－２、７、１０の一部、１５－１の一部、１５－２、１５－３、１５－４、１６－１、１６－２、

１７、１８、１９－１、１９－２、１９－３、２０の一部、２１、２２、２３、２４－１、２５、２６、

２７－１、２７－２、２８の一部）、中之島中央※３、猫興野※４ 

※３ 平成３１年３月２日付で町名変更された中之島中央の区域のうち、旧中之島の区域。 

※４ 長岡市中之島の区域内に飛地として存在する猫興野地籍の区域。 

 

附   則 

１．実施期日 

２０２３年１１月1日から実施いたします。 

 


